
裁 判 所

〃 〃 〃 年〃 〃 出
生
地

本
籍

〃 〃 〃〃 現
住
所一

ハ
ー

一
ハ 五

八
五
六

五
五○ 号

四

一
一
一

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了口

判
事
補
に
任
命
す
るロ

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
るＩ

札
幌
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

兼
ね
て
札
幌
家
庭
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

簡
易
裁
判
所
判
事
に
兼
ね
て
任
命
す
る

札
幌
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

上
智
大
学
法
学
部
卒
業

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

事

氏
名

旧
氏
名

項

秋彗昭
和
三
十
三
年
一
月
五
日

よ
し
士
画

内
閣

最
高
裁
判
所

内
閣

最
高
裁
判
所

司
法
試
験
管
理
委
員
会

口
最
高
裁
判
所

〃 〃

庁

仁琶

美み名



裁 判 所

〃

七

〃 〃 〃

五

〃

四

平
成
三

〃 昭
和
六
三

。

□

年

号

四

〃 〃

四 四
一
一
一

〃

四
月

一

〃 一
一
一

一
一
一

一
一
一
一

一
一
一

一 ､日

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

兼
ね
て
熊
本
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

熊
本
家
庭
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

判
事
兼
簡
易
裁
判
所
判
事
に
任
命
す
る

補
に
つ
き
任
期
終
了

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
兼
官
た
る
判
事

簡
易
裁
判
所
判
事
兼
判
事
補
に
任
命
す
る

熊
本
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

兼
ね
て
熊
本
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

熊
本
家
庭
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

よ
り
判
事
の
職
務
を
行
わ
し
む
る
者
に
指
名
す
る

判
事
補
の
職
権
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

事
項

〃 最
高
裁
判
所

〃

内
閣

〃 〃 最
高
裁
判
所

庁
名

2丁

秋
吉
仁
美



3丁

〃 〃

一

五

〃

一

四

〃

一
一
一
一

〃 〃

一
一

″
一
○

守
口

平
成
八

年
号

〃

四 二 一 一 一 四 四 月

一
一
一

一
一

一

一

五
一
ハ 四 四 一

一
一 日

判
事
に
任
命
す
る

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
判
事
任
期
終
了

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

任
期
は
平
成
十
三
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

命
す
る

ロ
空
グ

平
成
十
三
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
任

任
期
は
平
成
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

命
す
る

,

平
成
十
二
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
任

任
期
は
平
成
十
一
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

命
す
る

争

平
成
十
一
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
任

司
法
修
習
所
教
官
に
充
て
る

裁
判
所
判
事
に
つ
き
任
期
終
了

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
兼
官
た
る
簡
易

事

項

内

閣

最
高
裁
判
所

〃 〃

法
務
省

最
高
裁
判
所

庁
名

裁 判 所

秋
吉
仁
美



裁 判 所

〃 〃

″
二
五

〃

二

四

〃 〃

一

一

一

一

″
一
一
一
一

″
一
一
一

〃

一

一

○

〃

一

九

〃

一

八

〃

一

七

〃

一

．
」
ハ

平
成
一
五

年
号

〃

四 一
一 四 一 一

一 一 一 一 一 四 四
月

一
一
一

一
一
一 一 一 一 一 一 一 一

一 一 一

一
一
一
Ｆ

日

判
事
に
任
命
す
る

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
判
事
任
期
終
了

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

横
浜
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

事

項

内
閣

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 ﾉノ 〃 最
高
裁
判
所
庁
名

4丁

秋
吉
仁
美



I

裁 判 所

平
成
二
五

〃 〃 年〃 〃 〃 〃

二
八

一
一
一
ハ 号

月九七 八 四
｛
ハ 四

一

一
一
一
一

二

五

二

四

一

一

四

一
一
ハ

一
一
一

日一

裁
判
所
職
員
総
合
研
修
所
教
官
に
充
て
る口

裁
判
所
職
員
総
合
研
修
所
長
に
補
す
る

法
制
審
議
会
臨
時
委
員
を
免
ず
る口

裁
判
所
職
員
総
合
研
修
所
教
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

Ｉ
さ
い
た
ま
家
庭
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

さ
い
た
ま
家
庭
裁
判
所
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所

最
高
裁
判
所

法
務
省

最
高
裁
判
所

〃

庁

秋

士
ロ

仁
美

名



裁 判 所

〃

一
一
一

令
和
二

〃

一
一
一

一

平
成
三
○

年
号

一 一 一
一 月

一 一 一

一

一

九
日

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

事
項

〃 〃 〃 最
高
裁
判
所

庁
名

6丁

秋
吉
仁
美


